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2024  March

当協会が実施する令和6年度の講習会情報を

とりまとめた、『令和6年度　講習会のご

案内』が完成した。

　令和6年度は「初心者のための設備管理講習」

「初心者のための設備点検と報告書作成講習」が

新規講習会として開講するほか、障がい者対象の

「よくわかる」講習がリニューアルされる。

『令和 6年度　講習会のご案内』
https://www.tokyo-bm.or.jp/
seminar.html

「東京マナビル」
https://www.tokyo-bm.or.jp/
manabuil.html

　『令和6年度　講習会のご案内』は協会ホーム

ページでも閲覧可能となっているので、受講を検

討されている方は是非ご覧いただきたい。

　なお、各講習会は協会ECサイト「東京マナビ

ル」から、開催月2か月前の15日（土日祝日の場

合は翌営業日）より申込み受付が開始される。

Topics
『令和6年度　講習会のご案内』が完成



4身に付けよう　効率よりも　安全第一習慣

Clip クリップボード

Board

https://www.tokyo-bm.or.jp/association/
Increased_industry_value.html

　当協会では最低賃金の上昇とビルメンテナンス業の契約金の

低下に伴う人手不足の窮状について、ビルオーナー様等に適切な

金額での契約をご理解いただくためのチラシを作成した。

　本チラシでは、物価高騰等に伴う総務省や厚生労働省の通知や

公正取引委員会と内閣官房の連名で公表された価格交渉の指針な

どの公的機関からの文書や、会員アンケート結果であるビルメン

テナンス業界の価格交渉に関するデータ等を掲載している。

　これからの新規契約や契約改定の際、本チラシをビルメンテ

ナンス企業側からビルオーナー様等にお渡しし、業界の内情を

ご理解いただく一助として活用いただきたい。

　本チラシは協会ホームページよりダウンロード可能である。

　当協会が主催する賛助会員による商品展示会である「ビルメンテナンスフェア TOKYO2024」の開催が

決定したので、以下の通りお知らせする。

ビルメンテナンスフェアTOKYO 
2024の開催が決定

フェア特設ページはこちら　https:/bmfair2024.org/

令和6年 7月18日（木）10：00～17：00
　　　　7月19日（金）10：00～16：00

東京都立産業貿易センター浜松町館（JR 浜松町駅から徒歩5分）

新常態時代を切り拓く、イノベーションとの出会いがここにある。

開催内容の詳細は現在調整中のため、決まり次第、
フェア特設Web ページに掲載いたしますので是非ご確認ください。

１開 催 時 期

２会　　　場

３開催テーマ

「令和5年度版　人件費高騰に関する
啓発チラシ」を作成



5 ヒヤリを感じた瞬間が改善契機！ 迷わず！逃がさず！安全対策即実行！！

contents

About Us
公益社団法人
東京ビルメンテナンス協会

設立
　昭和37年（1962年）5月15日

公益社団法人移行
　平成23年（2011年）2月1日

会員数
　正会員508社╱賛助会員70社
 （令和6年2月29日現在）

３
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「令和5年度版　人件費高騰に関する啓発チラシ」を作成
ビルメンテナンスフェア TOKYO 2024の開催が決定 4

「年収の壁」による人手不足の対策と
 社会保険手続きの注意点について

特　集

6
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Series & Regular
連載　おすすめ製品コーナー
不定期連載　大江戸よもやま話　其の七
連載　社会の主な出来事
連載　なんでも相談コーナー 
協会からのご案内済み一覧／編集後記 
告知板  

16

18

Special
読者投稿「サラリーマンとプロキックボクサーの二刀流」
東京都知事ヒアリングへの参加

業平・吾妻橋
墨田区は、川に囲まれた地域で、江戸時代以降は縦横に水路
が張り巡らされていた。また、橋が架けられることによって、
人々の往来が可能となり、地域と地域とを結ぶ重要な結節点
となった。業平は墨田区の中央部に位置し、押上との隣接地に
東京スカイツリーが、吾妻橋の隅田川沿いにはビールジョッ
キをイメージしたアサヒグループ本社ビルがそびえ立つ。

Cover Story テーマ ： 東京の街並み
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「
年
収
の
壁
」

　
　
　
　
　
　
　   

に
よ
る

人
手
不
足
の
対
策
と
社
会
保
険

手
続
き
の
注
意
点
に
つ
い
て

　
年
収
の
壁
と
は
、
一
定
の
金
額
を
超
え
る
と
税
金
や
社
会
保
険
料
が

変
わ
る
金
額
の
こ
と
で
、
手
取
り
が
減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
に
と
っ
て
は

人
手
不
足
の
要
因
と
も
な
り
、
対
策
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
本
記
事
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
年
収
の
壁
や
、
制
度
見
直
し
の
取
り

組
み
、
社
会
保
険
手
続
き
の
注
意
点
等
を
解
説
し
ま
す
。

監修（2024年1月22日）

https://haba.lifestaff.net/

社労士オフィス羽場
社会保険労務士

羽場　康高　氏



7 危険行動　見て見ぬ振りせず　即注意

特　集 「年収の壁」による人手不足の対策と社会保険手続きの注意点について

　

地
域
別
最
低
賃
金
は
上
昇
傾
向
に
あ

り
、
東
京
都
の
最
低
賃
金
は
、
令
和
5

年
（
２
０
２
３
年
）
10
月
１
日
よ
り

１
１
１
３
円
に
な
り
ま
し
た
。
最
低
賃

金
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
で
働
く
人

た
ち
が
、
収
入
を
一
定
の
範
囲
に
抑
え

る
た
め
に
勤
務
時
間
や
日
数
を
調
整
す

る
「
就
業
調
整
」
を
よ
り
一
層
行
う
こ

と
が
、
企
業
の
人
手
不
足
を
加
速
さ
せ

る
要
因
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
厚
生
年
金

や
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
配
偶
者

の
扶
養
に
入
っ
て
い
る
人
は
、
自
ら
社

会
保
険
料
を
支
払
わ
な
く
て
も
、
基
礎

年
金
を
受
給
で
き
る
ほ
か
、
保
険
診
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

一
定
の
年
収
を
超
え
る
と
扶
養
か
ら
外

れ
て
自
ら
保
険
料
を
支
払
う
必
要
が
あ

り
、
手
取
り
が
減
る
こ
と
か
ら
「
就
業

調
整
」
を
行
い
ま
す
。
パ
ー
ト
や
ア
ル

バ
イ
ト
の
従
業
員
を
多
く
雇
用
す
る
企

業
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
危
機
感
を

募
ら
せ
て
い
ま
す
。

　

令
和
４
年
（
２
０
２
２
年
）
10
月
よ

り
、
被
保
険
者
数
１
０
１
人
以
上
の
企

業
を
対
象
に
、
所
定
の
条
件
を
満
た
し

た
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
短
時

間
労
働
者
の
社
会
保
険
加
入
が
適
用

さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
令
和
６
年

（
２
０
２
４
年
）
10
月
に
は
被
保
険
者

数
51
人
以
上
の
企
業
も
対
象
と
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
手
取
り
額
の
目
減
り

を
嫌
が
り
、
労
働
時
間
を
減
ら
し
て
社

会
保
険
の
適
用
か
ら
外
れ
よ
う
と
す

る
従
業
員
が
い
た
場
合
、
人
手
不
足
が

深
刻
化
し
、
業
務
が
正
常
に
ま
わ
ら
な

く
な
る
リ
ス
ク
が
生
じ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

労
働
力
不
足
の
一
因
で
も
あ
る
「
年

収
の
壁
」
へ
の
対
策
「
年
収
の
壁
・
支

援
強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
が
令
和
5
年

（
２
０
２
３
年
）
10
月
よ
り
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
「
年
収
１
０
６
万
円
の

壁
」
に
対
し
て
は
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
助
成
金
に
新
た
な
コ
ー
ス
を
創
設

し
、
企
業
の
賃
上
げ
な
ど
を
促
進
し
ま

す
。
ま
た
「
年
収
１
３
０
万
円
の
壁
」

で
は
、
一
時
的
な
年
収
の
増
加
を
事
業

主
が
証
明
す
る
こ
と
で
、
被
扶
養
者
と

し
て
の
認
定
が
最
長
2
年
間
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

以
下
の
各
項
目
で
、
詳
し
く
み
て
い

き
ま
す
。

住民税
住民税

所得税 住民税

所得税

社会保険料
（条件あり）

住民税

所得税

社会保険料
住民税

所得税

社会保険料

配偶者特別
控除の減少

100万円
の壁

103万円
の壁

106万円
の壁

130万円
の壁

150万円
の壁

負担

負担
負担

負担

負担
＋＋

＋＋

＋＋
＋＋

＋＋ ＋＋

＋＋

100万円以下は
非課税です！



8焦りと急ぎが事故のもと　基本忘れず安全確保

●
１
０
６
万
円
の
壁
【
住
民
税
＋
所
得
税
＋
社
会
保

険
料
（
条
件
あ
り
・
企
業
規
模
に
よ
る
）】
年
収

１
０
６
万
円
以
上
に
な
る
と
、
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
の
短
時
間
労
働
者
は
、
要
件
を
満
た
す
場
合

に
は
社
会
保
険
加
入
の
対
象
と
な
り
社
会
保
険
料
が

か
か
り
ま
す
。

●
１
３
０
万
円
の
壁
【
住
民
税
＋
所
得
税
＋
社
会
保
険

料
】
年
収
１
３
０
万
円
以
上
に
な
る
と
、
社
会
保
険

へ
の
加
入
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
配

偶
者
の
扶
養
か
ら
外
れ
、
国
民
健
康
保
険
料
や
国
民

年
金
保
険
料
の
支
払
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

●
１
５
０
万
円
の
壁
【
住
民
税
＋
所
得
税
＋
社
会
保
険

料
＋
配
偶
者
特
別
控
除
額
が
減
り
始
め
る
基
準
】

●
２
０
１
万
円
の
壁
【
住
民
税
＋
所
得
税
＋
社
会
保
険

料
＋
配
偶
者
特
別
控
除
額
が
０
に
な
る
】

令
和
6
年（
２
０
２
４
年
）10
月
か
ら

「
従
業
員
数
51
人
以
上
の
企
業
」

に
も
社
会
保
険
が
適
用

２
　

年
収
が
１
０
６
万
円
以
上
に
な
る
こ
と
で
、
特
定
適

用
事
業
所
で
就
業
し
て
い
る
短
時
間
労
働
者
は
、
社
会

「
年
収
の
壁
」
と
は

１
　
「
年
収
の
壁
」
と
は
、
短
時
間
労
働
者
の
年
収
が
一

定
基
準
を
超
え
る
こ
と
で
課
税
や
社
会
保
険
の
対
象
と

な
り
、
年
収
の
手
取
り
額
に
影
響
が
で
る
こ
と
を
言
い

ま
す
。
例
え
ば
、
特
定
適
用
事
業
所
で
の
パ
ー
ト
労
働

者
の
年
収
が
１
０
６
万
円
以
上
に
な
る
と
、
社
会
保
険

の
適
用
対
象
と
な
る
た
め
、
給
与
か
ら
社
会
保
険
料
が

天
引
き
さ
れ
、
年
収
の
手
取
り
額
が
減
少
し
て
し
ま
い

ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
年
収
の
壁
を
超
え
な
い
よ
う
労
働
時
間

の
調
整
（
就
業
調
整
）
を
す
る
こ
と
が
多
く
、
企
業

の
労
働
力
不
足
の
大
き
な
要
因
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

年
収
の
壁
に
は
、
年
収
１
０
６
万
円
の
壁
の
他
に
も
、

１
０
３
万
円
、
１
３
０
万
円
、
１
５
０
万
円
の
壁
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

●
１
０
０
万
円
の
壁
【
住
民
税
】　
年
収
１
０
０
万
円

を
超
え
る
と
、
住
民
税
が
か
か
り
ま
す
。

●
１
０
３
万
円
の
壁
【
住
民
税
＋
所
得
税
】　

年
収

１
０
３
万
円
を
超
え
る
と
、
住
民
税
に
加
え
所
得
税

も
か
か
り
ま
す
。

保
険
の
加
入
義
務
が
生
じ
、
社
会
保
険
料
負
担
に
よ
り

手
取
り
額
が
減
少
し
て
し
ま
い
ま
す
。
パ
ー
ト
や
ア
ル

バ
イ
ト
な
ど
の
短
時
間
労
働
者
が
以
下
の
条
件
に
該
当

す
る
場
合
、
社
会
保
険
へ
の
加
入
義
務
が
生
じ
ま
す
。

◎
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上

◎
月
額
賃
金
が
8
万
8
千
円
以
上

◎
2
か
月
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る

◎
学
生
で
は
な
い

◎
特
定
適
用
事
業
所
で
就
業
し
て
い
る

　

こ
の
条
件
の
う
ち
、
「
月
額
賃
金
8
万
8
千
」
を
年

収
に
換
算
す
る
と
約
１
０
６
万
円
と
な
る
た
め
、
「
年

収
１
０
６
万
円
の
壁
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
特
定
適
用
事
業
所
と
は
、
被
保
険
者
数

１
０
１
人
以
上
の
事
業
所
の
こ
と
を
指
し
、
令
和
6
年

（
２
０
２
４
年
）
10
月
か
ら
は
法
改
正
に
よ
り
被
保
険

者
数
51
人
以
上
の
事
業
所
が
特
定
適
用
事
業
所
に
含
ま

れ
ま
す
。社

会
保
険
に
つ
い
て
事
業
主
側
が

注
意
す
べ
き
こ
と

３
　

政
府
の
働
き
方
改
革
や
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
等
に
よ

り
、
副
業
や
兼
業
な
ど
2
か
所
以
上
で
勤
務
を
す
る
従
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特　集 「年収の壁」による人手不足の対策と社会保険手続きの注意点について

業
員
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
会
社
側
と
し
て
は
、
2

か
所
以
上
で
勤
務
を
す
る
従
業
員
が
、社
会
保
険
の「
二

以
上
事
業
所
勤
務
者
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
注
意

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
特
に
近
年
の
法
改
正
に
よ
り
社

会
保
険
の
適
用
拡
大
が
進
み
、
「
二
以
上
事
業
所
勤
務

者
」
に
該
当
す
る
労
働
者
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
「
二
以
上
事
業
所
勤
務
者
」
に
つ
い
て

の
知
っ
て
お
く
べ
き
基
本
知
識
や
、
社
会
保
険
未
加
入

の
場
合
の
注
意
点
等
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。

従
業
員
が
複
数
の
適
用
事
業
所
に

雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合

　

短
時
間
労
働
者
の
社
会
保
険
へ
の
加
入
要
件
や
特
定

事
業
所
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
が
、
例
え

ば
以
下
の
よ
う
な
働
き
方
の
ケ
ー
ス
で
考
え
て
み
ま
す
。

◎
Ａ
事
業
所
（
被
保
険
者
５
０
０
名
の
事
業
所
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
週
20
時
間
勤
務

◎
Ｂ
事
業
所
（
被
保
険
者
80
名
の
事
業
所
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
週
20
時
間
勤
務

　

こ
の
場
合
は
、
Ａ
事
業
所
の
み
社
会
保
険
の
加
入
義

務
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
令
和
6
年
（
２
０
２
４

年
）
10
月
以
降
は
社
会
保
険
適
用
拡
大
に
よ
り
、
Ｂ
事

業
所
で
も
加
入
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
場
合
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
に
加
入
す
る
の
で
は
な
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く
、
2
つ
の
事
業
所
で
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
に

加
入
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

具
体
的
な
手
続
き
の
流
れ
と
し
て
は
、
社
会
保
険
の

取
得
手
続
き
は
会
社
が
行
う
も
の
で
す
が
、
併
せ
て
ど

ち
ら
の
会
社
を
主
た
る
事
業
所
と
す
る
か
は
労
働
者
本

人
が
選
択
し
、
そ
の
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
組
合
、

ま
た
は
年
金
機
構
に
「
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険　

被
保
険
者
所
属
選
択
・
二
以
上
事
業
所
勤
務
届
」
を
提

出
し
ま
す
。
2
つ
の
事
業
所
で
社
会
保
険
に
加
入
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
を
主
と
す
る
か
を
労
働

者
本
人
が
選
択
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
手
続
き
は
原
則
、
被
保
険
者
（
労
働
者
）
本
人

が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、副
業
・

兼
業
の
事
実
は
、
基
本
的
に
被
保
険
者
本
人
の
申
告
に

よ
っ
て
判
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
会
社
が
正
し
く
把
握

す
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
会

社
が
周
知
し
な
け
れ
ば
仕
組
み
を
知
ら
な
い
従
業
員
が

多
い
と
思
い
ま
す
。
「
二
以
上
事
業
所
勤
務
届
」
は
従

業
員
自
身
が
提
出
す
る
制
度
で
あ
る
た
め
、
会
社
側
で

従
業
員
が
他
の
会
社
で
働
い
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
て

お
ら
ず
、
突
然
、
行
政
機
関
か
ら
の
通
知
書
が
届
く
と

い
っ
た
ケ
ー
ス
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

会
社
は
従
業
員
の
就
業
状
況
に
つ
い
て
な
る
べ
く
把

握
す
る
よ
う
努
め
、
複
数
の
事
業
所
に
勤
め
る
従
業
員

に
は
、
「
二
以
上
事
業
所
勤
務
届
」
の
手
続
き
を
す
る

よ
う
指
導
が
必
要
で
す
。
原
則
と
し
て
、
複
数
の
特
定

適
用
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
の
事

実
が
発
生
し
て
か
ら
10
日
以
内
が
提
出
期
限
と
な
り
ま

す
。
「
二
以
上
事
業
所
勤
務
届
」
の
提
出
を
従
業
員
が

し
な
い
場
合
、
正
し
い
報
酬
月
額
で
の
保
険
料
が
徴
収

で
き
ま
せ
ん
。
会
社
は
本
来
の
折
半
額
よ
り
も
多
く
社

会
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

従
業
員
に
は
、
複
数
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な

っ
た
ら
必
ず
届
出
書
を
提
出
す
る
よ
う
に
伝
え
ま
し
ょ

う
。

社
会
保
険
に
未
加
入
だ
っ
た
場
合
の

罰
則

　

会
社
は
従
業
員
を
雇
用
す
る
に
あ
た
り
、
社
会
保
険

（
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
）
の
手
続
き
を
適
正
に
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
社
会
保
険
の
加
入
対
象
に
も
か
か

わ
ら
ず
未
加
入
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
以
下
の
よ
う
な

罰
則
を
受
け
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
注
意
が
必
要
で
す
。

●
日
本
年
金
機
構
か
ら
加
入
指
導
が
お
こ
な
わ
れ
る

　

社
会
保
険
の
加
入
対
象
に
も
か
か
わ
ら
ず
必
要
な
手

続
き
な
ど
を
怠
っ
て
い
る
と
、
日
本
年
金
機
構
よ
り
加

入
状
況
に
関
す
る
案
内
文
書
が
届
き
、
必
要
に
応
じ
て

加
入
指
導
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

●
罰
金
・
罰
則
が
科
せ
ら
れ
る

　

社
会
保
険
に
つ
い
て
虚
偽
の
届
出
を
お
こ
な
っ
た
場

合
や
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
の
加
入
指
導
に
従
わ
な
か

っ
た
場
合
な
ど
は
、
健
康
保
険
法
第
２
０
８
条
に
よ
り

6
カ
月
以
下
の
懲
役
、
も
し
く
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

●
過
去　
年
分
に
遡
及
し
て
未
納
分
を
徴
収
さ
れ
る

　

日
本
年
金
機
構
に
よ
る
加
入
指
導
に
対
し
必
要
な
手

続
き
を
お
こ
な
わ
ず
、
強
制
加
入
が
執
行
さ
れ
た
場
合
、

本
来
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
、

被保険者

A社 ○○事務センター
（▲▲年金事務所）

B社 管轄
○○年金事務所

二以上事業所
勤務届

保険料徴収保険料徴収

A社 
賃金20万円

B社
賃金20万円選択

2
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特　集 「年収の壁」による人手不足の対策と社会保険手続きの注意点について特　集

過
去
2
年
間
に
さ
か
の
ぼ
り
納
付
が
必
要
と
な
り
、
退

職
者
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
の
求
人
掲
載
が
で
き
な
く
な
る

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
社
会
保
険
（
厚
生
年
金
な
ど
）

の
加
入
の
有
無
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求
人
の
申
込
を
お

こ
な
う
際
に
、
重
要
な
求
人
情
報
と
し
て
適
切
に
明
示

す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
社
会

保
険
に
未
加
入
の
事
業
所
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求
人

掲
載
を
受
け
付
け
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
多
く
の
企
業
が

抱
え
る
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
採
用
活
動
に
お
い
て
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
活
用
は
有
効
な
手
段
で
す
。
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
を
活
用
す
る
た
め
に
も
、
社
会
保
険
へ
の
加
入

は
適
切
に
お
こ
な
い
ま
し
ょ
う
。

助
成
金
（
社
会
保
険
適
用
拡
大
に

よ
る
「
年
収
の
壁
」
に
対
し
て
一
人

当
た
り
最
大
50
万
円
の
助
成
）

４
　

年
収
が
一
定
額
を
超
え
る
と
社
会
保
険
料
の
支
払
い

が
生
じ
て
手
取
り
が
減
る
「
年
収
の
壁
」
対
策
の
助
成

金
申
請
受
付
け
が
、
令
和
5
年
（
２
０
２
３
年
）
10
月

よ
り
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
賃
上
げ
や
、
保
険
料
相

当
額
を
手
当
と
し
て
支
給
し
て
、
厚
生
年
金
へ
の
加
入

を
後
押
し
し
た
企
業
を
対
象
に
、
1
人
当
た
り
最
大
で

50
万
円
を
支
給
す
る
制
度
を
開

始
し
て
い
ま
す
。
次
の
年
金
制
度

改
革
を
実
施
す
る
ま
で
の
暫
定

措
置
と
し
て
２
０
２
５
年
度
末

ま
で
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

事
業
主
が
新
た
に

社
会
保
険
の
適
用

を
行
っ
た
場
合
、

労
働
者
１
人
当
た

り
最
大
50
万
円
を

助
成

〈
１
０
６
万
円
の
壁
へ
の
対
応

　
①
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

　
助
成
金
の
コ
ー
ス
新
設
〉

　

配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
た
人
が
、

被
保
険
者
数
１
０
１
名
以
上
の

企
業
で
働
き
一
定
の
要
件
を
満

た
す
場
合
、
年
収
１
０
６
万
円
以

上
に
な
る
と
、
社
会
保
険
へ
の
加

入
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

　

政
府
は
、
こ
の
１
０
６
万
円
の

壁
対
策
と
し
て
、
保
険
料
負
担
軽

減
の
た
め
の
手
当
支
給
や
従
業

員
の
賃
上
げ
な
ど
、
労
働
者
の
収

入
を
増
加
さ
せ
る
取
組
み
を
お
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13 慣れた頃　初心忘れず　慎重に

特　集 「年収の壁」による人手不足の対策と社会保険手続きの注意点について

こ
な
っ
た
事
業
主
に
対
し
て
、
従
業
員
1
人
に
つ
き
最

大
50
万
円
の
助
成
金
を
支
給
す
る
と
し
ま
し
た
。

　

現
行
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
に
、
「
社
会
保
険

適
用
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
」
を
新
設
し
、
1
人
に
つ
き

最
長
で
3
年
目
ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

〈
１
０
６
万
円
の
壁
へ
の
対
応
②
社
会
保
険

　
適
用
促
進
手
当
の
標
準
報
酬
算
定
除
外
〉

　

社
会
保
険
が
適
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
従
業
員
が
新

た
に
適
用
と
な
っ
た
場
合
、
事
業
主
は
当
該
従
業
員
に

対
し
、
給
与
・
賞
与
と
は
別
に
「
社
会
保
険
適
用
促
進

手
当
」
を
支
給
で
き
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
「
社
会
保
険
適
用
促
進
手
当
」
は
、
社
会
保
険
適
用

に
伴
う
保
険
料
負
担
軽
減
の
た
め
の
手
当
で
あ
り
、
新

た
に
発
生
し
た
従
業
員
負
担
分
の
保
険
料
相
当
額
を
上

限
と
し
て
、
最
大
2
年
間
、
当
該
従
業
員
の
標
準
報
酬

月
額
・
標
準
賞
与
額
の
算
定
か
ら
除
外
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
標
準
報
酬
月
額
が
10
・
4
万
円
以
下
の
従
業
員

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

一
時
的
に
１
３
０
万
円
以
上
と
な
る

場
合
で
も
事
業
主
の
証
明
書
を
添
付

す
る
こ
と
で
扶
養
に
と
ど
ま
れ
る

　

被
扶
養
者
と
し
て
就
業
し
て
い
る
従
業
員
の
年
収
が

１
３
０
万
円
以
上
に
な
る
と
、
扶
養
か
ら
外
れ
、
社
会

保
険
の
加
入
義
務
が
生
じ
ま
す
。
勤
務
先
に
社
会
保
険

制
度
が
な
い
場
合
は
、
第
1
号
被
保
険
者
と
し
て
、
国

民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。１
３
０
万
円
の
壁
で
は
、
手
取
り
額
が
減
少
す

る
だ
け
で
な
く
、
将
来
受
け
取
れ
る
年
金
な
ど
の
給
付

額
が
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
パ
ー
ト
労
働
者
の

働
き
控
え
や
就
業
調
整
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
年
収
１
３
０
万
円
の
壁
に
対
し
て
、
事
業
主
が

一
時
的
な
収
入
変
動
で
あ
る
旨
を
証
明
す
る
こ
と
で
、

パ
ー
ト
労
働
者
の
年
収
が
１
３
０
万
円
以
上
に
な
っ
た

場
合
で
も
、
連
続
2
年
の
間
、
扶
養
に
と
ど
ま
る
こ
と

が
可
能
に
な
り
ま
す
。

70
歳
以
上
の
労
働
者
を
雇
用
す
る

場
合
の
必
要
な
手
続
き
や
注
意
点

５
　

深
刻
な
人
手
不
足
の
中
、
高
齢
者
雇
用
の
重
要
性
が

増
し
て
い
ま
す
。
定
年
の
廃
止
や
継
続
雇
用
な
ど
に
よ

り
70
歳
以
上
が
働
く
こ
と
が
で
き
る
制
度
の
あ
る
会
社

が
、
人
手
不
足
が
深
刻
化
し
た
こ
と
が
影
響
し
た
と
み

ら
れ
、
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
働
く
意
欲
の
あ
る

高
齢
者
も
増
え
て
い
ま
す
。
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
に

お
い
て
も
高
齢
者
の
雇
用
が
、
今
後
も
必
要
と
な
っ
て

く
る
で
し
ょ
う
。

　

高
齢
労
働
者
で
あ
っ
て
も
社
会
保
険
へ
の
加
入
義
務

は
あ
り
ま
す
が
、
70
歳
以
上
の
従
業
員
が
い
る
と
き
は
、

事
業
主
が
別
途
で
手
続
き
を
行
わ
な
く
て
は
い
け
な
く

な
る
た
め
注
意
が
必
要
で
す
。
こ
こ
で
は
、
70
歳
以
上

の
従
業
員
に
必
要
な
社
会
保
険
の
手
続
き
と
注
意
点
に

つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

70
歳
以
上
の
従
業
員
に
必
要
な
社
会

保
険
の
手
続
き

　

70
歳
以
上
の
社
会
保
険
の
手
続
き
に
は
、
そ
れ
ま
で

働
い
て
い
た
従
業
員
が
70
歳
に
な
っ
た
場
合
と
、
新
た

に
70
歳
以
上
の
方
を
雇
い
入
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

厚
生
年
金
、
健
康
保
険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
に
つ
い
て

確
認
し
て
い
き
ま
す
。

【
厚
生
年
金
】

　

厚
生
年
金
保
険
は
原
則
70
歳
ま
で
加
入
で
き
る
制
度

で
、
70
歳
に
達
し
た
時
点
で
厚
生
年
金
保
険
料
を
支
払

う
義
務
が
な
く
な
り
ま
す
。
70
歳
以
上
の
方
は
、
厚
生

年
金
加
入
の
会
社
に
勤
務
し
て
い
て
も
、
厚
生
年
金
の

被
保
険
者
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
年
金
受
給

者
は
一
定
額
の
給
与
を
受
け
取
っ
て
い
る
と
年
金
額
に

調
整
が
入
る
「
在
職
老
齢
年
金
制
度
」
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
（
老
齢
厚
生
年
金
（
報
酬
比
例
部
分
）
の
月
額
（
基

本
月
額
）
と
総
報
酬
月
額
と
を
足
し
て
48
万
円
を
超
え

れ
ば
、
一
定
の
式
に
基
づ
い
て
年
金
を
カ
ッ
ト
す
る
こ
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大
き
く
軽
減
で
き
ま
す
。
70
歳
到
達
日
の
前
日
に
お
け

る
標
準
報
酬
月
額
と
違
う
と
き
は
、
従
来
通
り
の
届
出

が
必
要
で
す
。

　

ま
た
70
歳
以
上
の
方
を
（
厚
生
年
金
に
加
入
歴
が
あ

る
方
）
を
新
た
に
雇
用
し
た
場
合
も
、
「
70
歳
以
上
被

用
者
」
と
い
う
扱
い
に
な
り
ま
す
。
労
働
者
が
年
金
受

給
者
で
あ
っ
て
も
、
加
入
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合

は
届
出
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
健
康
保
険
】

　

健
康
保
険
の
場
合
は
、
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
は

こ
れ
ま
で
通
り
被
保
険
者
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。
そ
の

た
め
、
継
続
し
て
雇
用
し
て
い
る
従
業
員
が
70
歳
に
な

っ
て
も
、
特
に
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
70
歳
以

上
75
歳
未
満
の
方
を
新
た
に
雇
用
し
た
場
合
に
は
、
日

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。）

　

70
歳
以
上
の
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
る
場
合
に
、
企

業
は
報
酬
額
を
年
金
事
務
所
に
届
出
し
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
70
歳
に
達
し
て
厚
生
年
金
保
険

の
加
入
基
準
を
満
た
し
て
い
る
従
業
員
は
、
70
歳
未
満

の
社
員
と
同
様
に
社
会
保
険
の
手
続
き
を
行
な
う
こ
と

か
ら
「
70
歳
以
上
被
用
者
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
（
70
歳
以
上
被
用
者
と
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
労
働
者
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。）

●
厚
生
年
金
の
適
用
事
業
所
に
勤
務
し
て
い
る

●
70
歳
以
上
で
あ
る

●
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
期
間
が
あ
る

●
年
齢
要
件
を
除
き
、
厚
生
年
金
の
適
用
除
外
要
件
に

当
て
は
ま
ら
な
い

　

こ
れ
ら
に
該
当
す
る
人
は
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
資

格
を
失
い
ま
す
が
、
「
70
歳
以
上
被
用
者
」
と
し
て
扱

わ
れ
ま
す
。
事
業
主
は
従
業
員
が
70
歳
の
到
達
日
か
ら

5
日
以
内
に
「
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届

／
厚
生
年
金
保
険
70
歳
以
上
被
用
者
該
当
届
」
を
、
管

轄
の
年
金
事
務
所
に
提
出
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
（
※
２
０
１
９
年
4
月
よ
り
、
以
下
の
要
件
に
該
当

す
る
労
働
者
の
70
歳
到
達
時
の
届
出
が
省
略
可
能
と
な

り
ま
し
た
。）

　

同
じ
事
業
所
で
雇
用
さ
れ
て
い
て
、
70
歳
を
超
え
て

も
給
与
な
ど
の
報
酬
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
特
別
な

届
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
従
業
員
を
同
一
の
条
件
で

雇
用
し
続
け
る
会
社
に
お
い
て
は
、
手
続
き
の
負
担
を

70 歳以上の従業員に関する手続き

必要な届出 届出先・期限

新たに70歳以上を
雇用した場合

●健康保険被保険者資格取得届
●厚生年金保険70歳以上被用者該当届

年金事務所
雇い入れ日から5日以内

継続して雇用している
従業員が70歳になった場合

●厚生年金保険70歳以上被用者該当届
●厚生年金保険被保険者資格喪失届

年金事務所
70歳の誕生日の前日から
5日以内

70歳以上被用者が
退職した場合

●厚生年金保険70歳以上被用者
　不該当届

年金事務所
事実発生の日から5日以内
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特　集 「年収の壁」による人手不足の対策と社会保険手続きの注意点について

で
す
。
48
万
円
を
超
え
て
い
る
期
間
は
年
金
の
一
部
ま

た
は
全
部
が
支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。
こ
の
支
給
停
止
基

準
額
（
48
万
円
）
を
超
え
る
と
、
超
え
た
部
分
の
年
金

の
半
額
が
支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。

　

一
定
の
給
与
が
あ
る
高
齢
者
の
厚
生
年
金
を
減
ら
す

「
在
職
老
齢
年
金
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
が
働

き
方
を
抑
え
る
「
48
万
円
の
壁
」
に
な
る
一
方
で
、
現

役
世
代
の
負
担
に
配
慮
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

今
後
も
議
論
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

本
年
金
機
構
に
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

従
業
員
が
75
歳
に
な
る
と
、
健
康
保
険
の
加
入
資
格

を
失
い
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
切
り
替
わ
る
た
め

「
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
」
の
提
出
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
へ
の
移
行
手
続
き
は

自
動
的
に
行
わ
れ
ま
す
が
、
健
康
保
険
の
喪
失
手
続
き

は
事
業
主
が
行
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

近
年
、
平
均
寿
命
や
健
康
寿
命
が
延
び
、
70
歳
以
上

に
な
っ
て
も
働
く
意
欲
の
あ
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。

企
業
も
、
そ
の
よ
う
な
人
材
を
活
か
す
た
め
に
働
き
や

す
い
環
境
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
た

め
に
は
、
厚
生
年
金
や
健
康
保
険
と
い
っ
た
生
活
に
直

結
す
る
制
度
を
利
用
し
や
す
く
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

●
「
在
職
老
齢
年
金
制
度
」
に
つ
い
て

　

在
職
老
齢
年
金
と
は
、
年
金
の
受
給
対
象
と
な
っ
た

方
が
、
会
社
な
ど
で
働
い
て
賃
金
を
も
ら
い
な
が
ら
受

け
取
れ
る
老
齢
厚
生
年
金
で
す
。
会
社
員
と
し
て
働
き

続
け
な
が
ら
受
け
取
れ
る
年
金
で
す
が
、
ボ
ー
ナ
ス
も

含
め
た
賃
金
と
年
金
の
合
計
額
が
一
定
基
準
を
超
え
る

と
、
年
金
の
一
部
ま
た
は
全
部
が
支
給
停
止
（
減
額
）

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

支
給
停
止
さ
れ
る
の
は
、
「
老
齢
厚
生
年
金
の
月

額
」
と
「
毎
月
の
賃
金
＋
1
年
間
の
ボ
ー
ナ
ス
（
標
準

賞
与
額
）
÷ 

12
」
の
合
計
が
48
万
円
を
超
え
る
場
合

ま
と
め

６
　

短
時
間
労
働
者
が
就
業
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
る
人

手
不
足
の
対
策
と
し
て
、
「
年
収
の
壁
・
支
援
強
化
パ

ッ
ケ
ー
ジ
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
年
収
の
壁
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
「
年
収
の
壁
」
を
含
め
、
社

会
保
険
制
度
が
今
後
見
直
さ
れ
て
い
く
に
あ
た
り
、
少

子
高
齢
化
と
い
う
大
き
な
社
会
課
題
に
直
面
し
て
い
る

日
本
で
は
、
女
性
の
社
会
進
出
・
高
齢
者
の
雇
用
が
必

要
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
「
年
収
の
壁
」
を
意
識
し

て
働
く
人
が
、
収
入
や
労
働
時
間
を
気
に
せ
ず
に
働

け
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
人
手
不
足
の

解
消
に
つ
な
が
る

可
能
性
も
あ
り
ま

す
。
企
業
と
し
て

は
、
今
後
の
動
向

に
も
注
意
を
払
い
、

助
成
金
等
の
活
用

等
を
進
め
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

例　

　年金（基礎年金は対象外）の月額20万円

＋ボーナスを含む賃金が36万円

　この場合の合計は56万円になるので48万円

を超えており、支給停止の対象になります。

差し引いた8万円 ÷ ２＝４万円

　この4万円は月々の在職老齢年金から減額さ

れる金額です。つまりこの場合、実際に支給さ

れる年金は毎月16万円（20万円 − 4万円）と

いうことになります。
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「
２
０
２
３
年
8
月
13
日
」
こ
の
日
は
、
念
願
の
リ
ン

グ
に
戻
る
日
で
あ
っ
た
。

　

17
ヶ
月
振
り
と
な
る
リ
ン
グ
は
、
キ
ッ
ク
ボ
ク
シ
ン
グ

プ
ロ
公
式
戦
で
の
復
帰
戦
と
な
っ
た
。

　

私
は
ビ
ル
メ
ン
業
界
に
入
っ
て
14
年
。
社
内
で
は
、
研

修
の
企
画
や
講
師
を
始
め
現
場
応
援
や
業
務
の
サ
ポ
ー
ト

な
ど
を
担
当
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
、
東
京
ビ
ル

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
会
で
も
実
技
講
習
や
検
定
事
前
講
習
な

ど
の
講
師
も
担
当
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　

平
日
は
、
仕
事
後
ジ
ム
で
練
習
。
土
日
は
、
出
稽
古
や

専
門
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
へ
向
か
う
。周
囲
か
ら
は「
よ
く
や
っ

て
い
る
よ
ね
」と
言
わ
れ
る
が
こ
れ
が
私
の
日
課
な
の
だ
。

　

小
学
5
年
か
ら
空
手
を
始
め
31
歳
で
競
技
者
と
し
て
引

退
後
キ
ッ
ク
ボ
ク
シ
ン
グ
へ
転
向
。
32
歳
で
団
体
認
定
プ

ロ
テ
ス
ト
を
受
験
し
合
格
。
プ
ロ
ラ
イ
セ
ン
ス
取
得
後
、

２
０
１
９
年
10
月
に
念
願
の
後
楽
園
ホ
ー
ル
で
プ
ロ
キ
ッ

ク
ボ
ク
サ
ー
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
。
試
合
は
3
Ｒ
Ｋ
Ｏ
負

け
。プ
ロ
の
厳
し
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
日
で
あ
っ
た
。

　

翌
年
春
に
次
戦
が
決
ま
り
タ
イ
へ
武
者
修
行
計
画
も

あ
っ
た
が
、
初
の
緊
急
事
態
宣
言
発
出
。

世
の
中
が
全
て
変
わ
っ
た
。

　

コ
ロ
ナ
の
影
響
で
所
属
プ
ロ
団
体
は
解
散
。
デ
ビ
ュ
ー

戦
で
終
わ
り
か
と
考
え
て
い
た
時
、
自
ら
最
後
の
望
み

を
か
け
プ
ロ
興
行
団
体
へ
直
接
電
話
し
直
談
判
。
諦
め

か
け
て
い
た
中
、
コ
ロ
ナ
禍
も
少
し
落
ち
つ
い
て
き
た

２
０
２
２
年
プ
ロ
契
約
先
が
決
定(

現
在
の
所
属
団
体)

。　

29
ヶ
月
振
り
に
リ
ン
グ
へ
戻
れ
た
。

　

次
戦
の
試
合
1
ヶ
月
前
に
事
件
発
生
。
練
習
中
顔
面
強

打
で
顎
骨
が
粉
砕
骨
折
。
全
治
6
ヶ
月
で
入
院
と
な
っ

た
。
手
術
後
入
退
院
、通
院
、リ
ハ
ビ
リ
生
活
が
始
ま
る
。

手
術
後
1
ヶ
月
が
経
過
し
た
頃
、
あ
る
日
突
然
足
が
攣
り

痙
攣
と
腰
に
激
痛
が
走
る
。
立
つ
事
も
出
来
ず
そ
の
場
に

倒
れ
込
み
足
腰
の
痺
れ
と
激
痛
。
そ
し
て
病
院
へ
。
検
査

後
告
げ
ら
れ
た
の
は
腰
椎
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
。
そ
の
瞬
間

頭
が
真
っ
白
に
な
っ
た
。

文
・
株
式
会
社
J
R
東
日
本
環
境
ア
ク
セ
ス
　

　
　
品
質
指
導
課
長
　
兼
　

　
　
公
益
社
団
法
人
東
京
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
会
　

　
　
建
築
物
衛
生
管
理
委
員
会
講
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

小
林
　
義
宗

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
プ
ロ
キ
ッ
ク
ボ
ク
サ
ー
の
二
刀
流

読
者
投
稿

8 月試合
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直
接
「
ま
た
試
合
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
！
」
「
早
く
怪

我
治
し
て
リ
ン
グ
に
戻
っ
て
く
だ
さ
い
！
」
「
復
帰
し
て

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
！
」
と
沢
山
の
方
か

ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
ら
っ
た
。

　

そ
の
時
、
自
身
の
中
で
諦
め
か
け
て
い
た
想
い
に
ま
た

火
が
付
く
。

　

怪
我
の
状
況
を
見

な
が
ら
リ
ハ
ビ
リ
を

再
開
。
6
ヶ
月
経
過

し
た
頃
に
顎
骨
は
完

治
し
た
が
、
腰
椎
椎

間
板
ヘ
ル
ニ
ア
は
手

術
せ
ず
保
存
療
法
で

治
療
と
リ
ハ
ビ
リ
を

行
い
怪
我
と
付
き
合

い
な
が
ら
の
生
活
と

練
習
が
再
開
（
治
療

と
リ
ハ
ビ
リ
は
現
在

で
も
続
い
て
い
る
）。

　

そ
れ
か
ら
8
ヶ
月

後
の
２
０
２
３
年
8

月
13
日
、
17
ヶ
月
振

り
と
な
る
復
帰
戦
。

リ
ン
グ
に
戻
れ
る
喜

び
の
反
面
、
応
援
し

て
く
れ
る
仲
間
の
為

に
勝
た
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
重
圧

の
中
ゴ
ン
グ
。
試
合

は
1
Ｒ
か
ら
両
者
パ

ン
チ
の
激
し
い
打
ち
合
い
の
中
3
Ｒ
ま
で
も
つ
れ
込
む

が
、
2
回
の
ダ
ウ
ン
を
取
り
勝
利
す
る
事
が
出
来
た
。

　

仲
間
の
お
か
げ
で
諦
め
か
け
て
い
た
気
持
ち
を
打
ち
倒

し
て
、
復
帰
戦
で
勝
利
を
掴
む
事
が
出
来
た
。

　

試
合
が
終
わ
っ
た
瞬
間
涙
が
溢
れ
た
。

　

２
０
２
３
年
12
月
17
日
年
内
最
後
の
試
合
。
こ
の
日
も

絶
対
勝
利
を
掴
む
と
懸
け
た
想
い
が
あ
っ
た
。
10
月
に
ジ

ム
の
チ
ー
ム
メ
イ
ト
が
23
歳
と
い
う
若
さ
で
天
国
に
旅

立
っ
た
の
だ
。
彼
は
病
気
が
治
っ
た
ら
キ
ッ
ク
ボ
ク
シ
ン

グ
が
や
り
た
い
と
私
に
話
し
て
い
た
。
そ
の
想
い
を
背
負

い
リ
ン
グ
へ
。

　

試
合
は
、
お
互
い
距
離
を
取
り
な
が
ら
慎
重
に
進
ん
で

い
く
。
中
盤
激
し
い
打
ち
合
い
の
途
中
相
手
選
手
の
パ
ン

チ
で
一
瞬
グ
ラ
つ
く
。
そ
の
場
を
持
ち
堪
え
ゴ
ン
グ
。
1

Ｒ
が
終
了
。
緊
張
の
中
2
Ｒ
の
ゴ
ン
グ
。
序
盤
か
ら
攻
撃

を
繰
り
出
し
攻
め
に
切
り
替
え
る
。
相
手
選
手
も
か
わ
し

な
が
ら
応
戦
。
激
し
い
打
ち
合
い
の
中
パ
ン
チ
が
ク
リ
ー

ン
ヒ
ッ
ト
し
相
手
選
手
が
ダ
ウ
ン
。

　

そ
の
ま
ま
レ
フ
リ
ー
ス
ト
ッ
プ
で
試
合
終
了
。
何
と
か

勝
利
す
る
事
が
出
来
た
。

　

そ
し
て
、
試
合
後
天
国
の
チ
ー
ム
メ
イ
ト
へ
追
悼
の
言

葉
と
興
行
側
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
き
「
10
カ
ウ
ン
ト
ゴ
ン

グ
」
を
届
け
る
事
が
出
来
た
。

　

２
０
２
４
年
「
今
年
は
勝
負
の
年
」
と
な
り
ま
た
自
身

の
格
闘
技
人
生
の
集
大
成
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
目
指
し
必
ず
駆
け
上
が
る
。

　

当
然
仕
事
に
も
支
障
を
来
し
て
し
ま
う
し
、
ず
っ
と
続

け
て
き
た
格
闘
技
も
出
来
な
い
と
。
仕
事
も
格
闘
技
も
真

剣
に
向
き
合
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
絶
望
だ
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
も
う
引
退
し
よ
う
と
諦
め
て
い
た
時
、
応

援
に
来
て
く
れ
る
仲
間
や
チ
ー
ム
メ
イ
ト
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や

読 者 投 稿

12月試合

写
真
提
供
：
Ｋ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
×
Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
実
行
委
員
会
（
プ
ロ
格
闘
技
団
体
）



東
京
都
知
事
ヒ
ア
リ
ン
グ
へ
の
参
加

18事故は慣れから油断から　初心に戻って　安全確認・安全作業

要
望
説
明
、
回
答
の
後
に
小
池
百
合
子
都
知
事

ら
と
直
接
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　

要
望
内
容
は
広
報
誌
６
０
８
号
（
２
０
２
３

年
11
月
）
に
掲
載
の
通
り
だ
が
、
ヒ
ア
リ
ン
グ

時
は
特
に
以
下
の
3
点
に
つ
い
て
要
望
し
た
。

①
総
務
省
や
厚
生
労
働
省
か
ら
発
出
さ
れ
た
通

知
に
基
づ
い
た
年
度
途
中
や
複
数
年
契
約
で

の
労
務
単
価
の
変
動
に
よ
る
契
約
変
更
に
関

す
る
要
望

②
総
合
評
価
制
度
で
の
加
点
要
素
へ
の
エ
コ

チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
認
定
事
業
者
の
追
加
に
関
す

る
要
望

③
障
害
者
雇
用
促
進
の
た
め
の
モ
デ
ル
入
札
案

件
の
仕
様
改
善
に
関
す
る
要
望

　

当
協
会
の
要
望
を
受
け
、
小
池
都
知
事
か
ら

は
「
障
害
者
と
の
共
生
社
会
を
目
指
す
に
あ
た

り
、
雇
用
促
進
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
感
謝
し
て

お
り
ま
す
。
引
き
続
き
障
害
者
雇
用
の
促
進
に

努
め
て
い
き
た
い
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
ま

　

東
京
都
が
令
和
６
年
度
予
算
編
成
に
あ
た
っ

て
、
各
業
界
か
ら
の
意
見
・
要
望
を
聴
取
す
る

た
め
、
都
知
事
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
当
協

会
は
令
和
５
年
12
月
11
日
に
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
業
界
を
代
表
し
て
要
望
を
行
っ
た
。

　

当
日
は
協
会
を
代
表
し
て
、
佐
々
木
会
長
、

梶
山
副
会
長
兼
経
営
研
究
委
員
長
、
高
橋
専
務

理
事
、
経
営
研
究
委
員
会
官
公
庁
契
約
小
委
員

会
の
横
田
委
員
が
同
席
し
、
要
望
書
の
手
交
、

た
、
関
係
局
か
ら
も
「
①
に
つ
い
て
は
、
適
正

な
予
算
計
上
や
新
労
務
単
価
へ
の
契
約
変
更
に

つ
い
て
国
の
通
知
を
踏
ま
え
て
適
切
に
対
応
す

る
よ
う
庁
内
で
周
知
を
図
る
」「
②
に
つ
い
て
、

エ
コ
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
は
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に

佐々木会長、梶山副会長兼経営研究委員長



19 焦らずに　周りをよく見て　安全作業

東京都知事へのヒアリング

向
け
て
東
京
都
も
政
策
を
行
っ
て
い
る
。
総
合

評
価
で
は
品
質
確
保
や
競
争
性
の
確
保
が
必
要

な
の
で
今
後
も
検
討
を
進
め
る
」「
③
に
つ
い

て
は
モ
デ
ル
入
札
の
受
託
者
や
現
場
職
員
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
や
過
去
の
実
績
を
踏
ま
え
て
対
象

案
件
の
拡
大
や
契
約

条
件
の
改
善
に
向
け

て
取
り
組
ん
で
ま
い

り
た
い
」
と
回
答
が

あ
っ
た
。

　

そ
の
後
の
意
見
交

換
で
は
、
佐
々
木
会

長
よ
り「
エ
コ
チ
ュ
ー

ニ
ン
グ
は
、
特
定
建

築
物
以
外
の
物
件
に

対
し
て
貢
献
が
で
き

る
と
思
っ
て
い
る
の

で
、
そ
の
点
も
考
慮

い
た
だ
き
た
い
」
と

発
言
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
横
田
委
員
か
ら

は
「
都
内
の
Ｃ
Ｏ
２

排
出
量
の
７
割
が
建

物
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

使
用
に
起
因
す
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
エ
コ

チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
は
空
調
機
器
等
の
効
率
的
な
運

用
に
よ
り
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
す
る
も
の
で

す
。
都
が
現
在
検
討
し
て
い
る
社
会
的
責
任
調

達
指
針
で
も
環
境
面
を
重
視
し
て
い
る
の
で
、

エ
コ
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
活
用
を
加
点
要
素
に
す

る
こ
と
。
ま
た
、
障
害
者
雇
用
に
つ
い
て
も
障

害
者
が
働
き
や
す
い
契
約
案
件
を
お
願
い
し
た

い
」
と
要
望
が
あ
り
、「
指
摘
い
た
だ
き
ま
し

た
内
容
を
今
後
も
検
討
し
て
い
き
た
い
の
で
引

き
続
き
協
力
お
願
い
し
た
い
」
と
回
答
が
あ
っ

た
。

　

今
後
も
業
界
の
健
全
な
発
展
と
担
い
手
の
育

成
確
保
の
た
め
、
要
望
活
動
を
継
続
し
て
い
く
。 小池都知事に要望書を渡す佐々木会長



20潜んでます！　自分の周りに　危険個所

※掲載製品の性能等についての説明内容は、当該賛助会員からの情報です。

Recommended Productsおすすめ
製品コーナー

詳細は当協会事務局　pr@tokyo-bm.or.jp　までご連絡ください。

▲賛助会員の皆様からおすすめ製品の情報を募集いたします。奮ってご応募ください。製品情報募集
（掲載料無料）

マイスター 60 は「高齢者の雇用創出」を使命とし、積み重ねたノウハウをもとに、お客様の経営戦略
パートナーとして優良な人材の紹介サービスをご提供いたします。人材の採用は経営の効率化を図る
上で重要な課題です。マイスター 60 では経験と輝きに満ちたシニア人材のご紹介をいたします。
■創業 34 年を迎え、約 8,500 名のシニアの方々の雇用を創出。
■ビル設備管理と建築・土木施工管理への人材派遣・人材紹介を得意とし、大手企業様とのお取引多数。

　施設管理サービス職 　建設・土木技術職等
■ ビル管理所長
■ 常駐設備管理
■ 電気設備の維持管理業務
■ 設備運転監視業務
■ マンションの
　 消防設備点検

■ オフィスビルの新築工事施工管理
■ 土木工事施工管理
■ 建築に関わる電気工事施工管理・
　 管工事施工管理
■ 建築設計監理
■ 安全衛生管理
　 担当業務

「高齢者の雇用創出」を使命に

〒101-0003  東京都千代田区一ツ橋2丁目5番5号 岩波書店一ツ橋ビル6F　
シニアビジネス事業部　
TEL（03）5657-6362 / FAX（03）6374-7296

施設管理サービス職

■ ビル管理所長
■ 常駐設備管理
■ 電気設備の維持管理業務
■ 設備運転監視業務
■ マンションの消防設備点検

建設・土木技術職等

■ オフィスビルの新築工事施工管理
■ 土木工事施工管理
■ 建築に関わる電気工事施工管理・管工事施工管理
■ 建築設計監理
■ 安全衛生管理担当業務

人材派遣 紹介予定派遣人材紹介
必要な時に必要な専門スタッフを必要な
期間活用できるサービスです。

労務管理にかかる手間と
コストを削減

募集・採用にかかる手間と
コストを削減

メリット 1

メリット 2

派遣社員として一定期間働き、派遣契約
終了の際、本人と企業の双方の合意を確
認後に人材紹介を行うサービスです。

業界動向に精通したコンサルタントが最
適な人材をご提供するサービスです。

採用のミスマッチを回避

採用にかかる手間と
コストを削減

メリット 1

メリット 2

最適な人材を採用できる

事業戦略の強化に貢献

メリット 1

メリット 2

人材不足にお悩みではありませんか？
シニア人材の採用はマイスター 60にお任せください！

【ホームページ】 https://www.mystar60.co.jp/

マイスター 60は「高齢者の雇用創出」を使命とし、積み重ねたノウハウをもとに、お客様の経営戦略
パートナーとして優良な人材の紹介サービスをご提供いたします。人材の採用は経営の効率化を図る
上で重要な課題です。マイスター 60では経験と輝きに満ちたシニア人材のご紹介をいたします。
■創業34年を迎え、約8,500名のシニアの方々の雇用を創出。
■ビル設備管理と建築・土木施工管理への人材派遣・人材紹介を得意とし、大手企業様とのお取引多数。

シニア人材ご紹介サービス
「高齢者の雇用創出」を使命に

株式会社マイスター60　　TEL（03）5657-6362 / FAX（03）6374-7296
https://www.mystar60.co.jp/　〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル6F



21 高所作業　危険を予知して安全対策　後悔しても戻らない　怪我や命



22何か変 !?　感じた時は　即対応　早め早めの対策が　己（おのれ）と他人（ひと）の身を護る

其の七 大
江
戸
よ
も
や
ま
話

　

前
回
に
続
き
、
江
戸
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
社
会
を
見
て
い
き

ま
し
ょ
う
。
リ
サ
イ
ク
ル
&
エ
コ
の
職
域
は
、
修
理
・

再
生
と
回
収
に
分
か
れ
ま
す
。
修
理
・
再
生
の
職
人

た
ち
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

◆
鋳い

掛
け
屋　

穴
が
あ
い
た
鍋
や
釜
、
折
れ
た
燭
台

な
ど
の
金
属
製
品
を
修
理
。
炭
と
火
起
こ
し
で
風
を

送
る
鞴
ふ
い
ご
と
炉
を
持
参
し
、
別
の
金
属
を
張
り
付
け
た

り
、
折
れ
た
箇
所
を
溶
接
し
た
り
し
ま
し
た
。

◆
瀬
戸
物
の
焼
き
接
ぎ　

寛
政
年
間
頃
に
は
、
白
玉

粉
で
接
着
し
て
か
ら
加
熱
す
る
焼
き
接
ぎ
法
が
発
明

さ
れ
、
割
れ
た
り
ひ
び
が
入
っ
た
ら
ふ
だ
ん
使
い
の
茶
碗

な
ど
も
修
理
し
て
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◆
下
駄
の
歯
入
れ　

現
在
の
靴
底
を
替
え
る
よ
う
に
、

下
駄
の
す
り
減
っ
た
歯
だ
け
を
抜
い
て
、
新
し
い
歯
に

入
れ
な
お
し
ま
し
た
。

◆
箍た
が

屋　

液
体
を
入
れ
る
木
製
容
器
と
し
て
の
桶
や

樽
は
、
木
の
板
を
竹
の
箍た
が

で
円
筒
形
に
締
め
て
あ
り
ま

し
た
。
箍た
が

が
古
く
な
っ
た
り
緩
ん
だ
時
に
は
、
新
し
い

竹
で
締
め
直
し
ま
し
た
。

◆
鏡
研と

ぎ　

こ
の
時
代
の
鏡
は
、
青
銅
の
表
面
に
水

銀
を
メ
ッ
キ
し
た
も
の
。
表
面
が
曇
っ
て
く
る
と
、
顔
が

映
り
に
く
く
な
り
研
ぎ
に
出
し
ま
し
た
。
表
面
を
細
か

い
砥
石
で
研
ぎ
、
朴ほ
う

炭ず
み

で
磨
き
上
げ
、
水
銀
と
錫す
ず

の

合
金
に
砥
の
粉
、
焼
き
み
ょ
う
ば
ん
、
梅
酢
な
ど
を
混

ぜ
た
物
を
藁
で
擦
り
付
け
、
新
し
い
メ
ッ
キ
を
仕
上
げ

ま
し
た
。

◆
臼う
す

の
目
立
て　

穀
物
を
粉
に
挽
く
石
臼
の
す
り
減
っ

た
目
を
、
立
て
直
す
仕
事
。
石
臼
は
重
い
の
で
、
職
人

の
巡
回
を
待
ち
ま
し
た
。

　

い
よ
い
よ
、
修
理
も
で
き
ず
使
え
な
く
な
る
と
、
紙

く
ず
や
灰
、
蠟ろ
う

燭そ
く
の
燃
え
残
っ
た
し
ず
く
、
古
釘
な
ど

の
金
属
を
買
い
取
る
回
収
業
者
の
出
番
で
し
た
。

壊
れ
た
鍋
も
茶
碗
も
下
駄
も
、な
お
し
て
使
う
。

リ
サ
イ
ク
ル
が
当
た
り
前
な
江
戸
の
暮
ら
し
。

参
考
図
書 : 

大
江
戸
リ
サ
イ
ク
ル
事
情
（
石
川
英
輔
著
）



23 健康と体力づくりは　日ごろから

社
会
の
主
な

出
来
事

1
・
13	

台
湾
総
統
選
で
民
進
党
が
政
権
を
維
持

1
・
14	

岸
田
首
相
が
能
登
半
島
地
震
の
被
災
地
を
訪
問

1
・
15	

天
皇
陛
下
が
警
視
庁
創
立
1
5
0
年
式
典
に
出

席

1
・
16	

新
千
歳
空
港
で
大
韓
航
空
機
が
接
触
事
故

1
・
17	

観
光
庁
が
訪
日
客
の
消
費
が
初
の
５
兆
円
突
破

と
発
表　

1
・
18	

共
産
党
新
委
員
長
に
女
性
初
の
田
村
智
子
氏
が

就
任
。

1
・
19	

井
上
尚
弥
選
手
が
全
米
ボ
ク
シ
ン
グ
記
者
協
会

の
最
優
秀
選
手
賞
に
日
本
人
初
の
選
出

1
・
20	

日
本
の
探
査
機
「
S
L
I
M
」
が
月
面
着
陸
に

成
功

1
・
21	

八
王
子
市
長
選
で
初
宿
和
夫
氏
が
初
当
選

1
・
22	

農
林
水
産
省
が
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
を
「
指
定
野

菜
」
に
追
加
へ

1
・
23	

架
線
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
る
影
響
で
東
北
・
上
越
・

北
陸
新
幹
線
で
運
転
見
合
わ
せ

1
・
24	
ト
ル
コ
議
会
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加

盟
を
承
認

1
・
25	

京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
放
火
殺
人
事
件
の
青
葉

被
告
に
死
刑
判
決

1
・
26	

能
登
半
島
地
震
で
被
災
し
た
日
本
航
空
石
川
高

等
学
校
が
選
抜
高
校
野
球
大
会
出
場
決
定

1
・
27	

全
日
空
能
登
空
港
︲
羽
田
旅
客
便
の
運
航
が
再

開

1
・
28	

大
阪
国
際
女
子
マ
ラ
ソ
ン
で
前
田
穂
南
選
手
が

2
時
間
18
分
59
秒
の
日
本
新
記
録

1
・
29	

桐
島
聡
容
疑
者
名
乗
る
男
が
死
亡

1
・
30	

伊
豆
・
小
笠
原
諸
島
で
初
の
女
性
首
長
誕
生　

1
・
31	

関
脇
・
琴
ノ
若
の
大
関
昇
進
が
決
定

2
・
1	

豊
洲
に
観
光
施
設
「
千
客
万
来
」
が
オ
ー
プ
ン

2
・
2	

女
子
フ
ィ
ギ
ュ
ア
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落

当協会メールマガジンに
登録しませんか？

　当協会では登録いただいた皆様にメール

マガジンを配信しています。

　毎月の講習会更新情報、新規セミナーの

ご案内、その他協会事業等の最新情報をい

ち早くお届けしています。

　講習会申込みご担当者様や協会事業に関

心のある方は、以下のURLまたはQRコー

ドから登録申込フォームにアクセスの上、

是非ご登録ください。

登録申込はこちら

メールマガジンは会員、一般問わず、登録無料です。

https://www.tokyo-bm.or.jp/contact/mail.html

講習会

更新情報
協会事業
最新情報



24決めたこと　守るあなたが　守られる

１　はじめに
　改正民法（令和２年４月１日施行）では、賃借
人の原状回復義務に関するルールが明文化され、
通常損耗や経年変化については賃借人が原状回復
義務を負わないことが明記されました。改正前の
民法において、原状回復について、このような具
体的な内容の記載はありませんでした。

２　改正された民法の規定
　賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じ
た損傷（通常の使用及び収益によって生じた賃借
物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下こ
の条において同じ。）がある場合において、賃貸
借が終了したときは、その損傷を原状に復する義
務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰
することができない事由によるものであるとき
は、この限りでない（民法第 621 条）。

３　改正の趣旨
　従来から、通常の使用及び収益によって生じた
損耗（通常損耗）については、通常は減価償却費
や修繕費等を折り込んで賃料の額が定められるも
のであることから、特約がある場合を除いて原状
回復義務に通常損耗の回復義務は含まれないと解
されていました（最高裁平成 17 年 12 月 16 日判
決）。今回の改正は、この判例法理を明確にした
ものです。

４　特約について
　上記判決にもあるように、この規定は任意規定
と解されており、特約による変更が可能です。こ
の点について、「原状回復をめぐるトラブルとガ
イドライン」に関する参考資料（令和５年３月 
国土交通省住宅局参事官）には、上記最高裁判例
や消費者契約法の規定を踏まえ、賃借人に特別の
負担を課す特約が有効に成立するための３つの要
件が示されています。

① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないな
どの客観的、合理的理由が存在すること

② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を
超えた修繕等の義務を負うことについて認識
していること

③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をし
ていること

　 原状回復について特約を付する場合には、こ
の３要件を踏まえた内容にする必要があります。

なんでも相談コーナーについて
　令和 6 年 4 月号より広報誌の紙面刷新に伴い、なんでも相談コーナーの連載は終了となります。
今後ご相談がある方はこちらのページよりご連絡ください。

https://www.tokyo-bm.or.jp/service/soudanjigyou.html

文：相談員　弁護士　江村　利明

なんでも
　  相 談
コーナー

賃貸借原状回復義務

●石井 泰幸 氏　税理士

●江村 利明 氏　弁護士

●金丸 大二 氏　特定社会保険労務士、就業規則、給与計算等

●北山 克己 氏　建築物環境衛生管理技術者
　ビルクリーニング技能士　ビル清掃、病院清掃など清掃全般

●坂 康夫 氏
　技術士、経営工学・品質管理

●中辻 一裕 氏
　中小企業診断士、POP広告、経営、マーケティング・
　コンサルティング
●松原 雅人 氏
　建築物環境衛生管理技術者、第一種電気工事士、
　一級ボイラー技士など　設備管理全般

相談員のご紹介（五十音順）



25 この作業　どんな危険があるのかと　安全第一　意識を持って

※掲載製品の性能等についての説明内容は、当該賛助会員からの情報です。

Recommended Productsおすすめ
製品コーナー

詳細は当協会事務局　pr@tokyo-bm.or.jp　までご連絡ください。

▲賛助会員の皆様からおすすめ製品の情報を募集いたします。奮ってご応募ください。製品情報募集
（掲載料無料）

製品仕様　：　500ml スプレー　6 本入り　　 JAN コード　500mL（単品） 4 986167 000885
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  500mL（ケース） 4 986167 000892

しつこい手あかをサッとひと拭き、
二度拭きなしで
スピード除去
「手あか汚れ」の除去に最適な洗浄剤です。

ウエスにつけて拭くだけ、二度拭き不要で

しつこい手あかをサッと除去します。

エレベーター操作盤のヘアライン加工ステンレスや、

ガラス、アクリルなど、幅広い素材に使えるので

さまざまな場所にご使用いただけます。

気づいたときにすぐ使えるスプレータイプ。

● エレベーター操作盤

● インターホンのパネル

● アクリルパーティション

手あか落し
手あか汚れ除去剤

ミッケル化学株式会社　TEL : 03-5633-2520
https://miccheal.co.jp/

汚れが気になるこんな場所に最適です。

● ガラスのショーケース

● ドアの手の触れる部分
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編  集  後  記

広報委員会　STAFF

■委員長　　　吉澤　幸夫

■委　員　　　里見　貴弘
　　　　　　　庄司　和明
　　　　　　　鈴木　英司
　　　　　　　藤井　智宏
　　　　　　　宮下　洋介

広 報 誌

令和６年３月号（第612号）

電　話　03-3805-7555（代）
ＦＡＸ　03-3805-7550

吉澤　幸夫

公益社団法人
東京ビルメンテナンス協会
〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-12-5　
ビルメンテナンス会館

編集・制作：広報委員会

発行人：佐々木浩二
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編集後記について
令和 6 年 4 月号より広報誌の紙面刷新に伴い、編集後記の連載は終了となります。
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赤色の太字部分が変更になった箇所です。
※ 2月1日までに協会へご連絡のあった変更情報になります。告　知　板

公益社団法人　東京ビルメンテナンス協会への

入会希望会社をご紹介ください

TEL.03（3805）7555
■お問い合わせ先
　公益社団法人　東京ビルメンテナンス協会　事務局（担当：森、久保田）

当協会にご入会いただくと、同時に全国ＢＭ協会の会員となり、双方のサービスを
ご利用いただけます。

情報提供、人材育成、交流活動……会員特典あります。

特典１：公益社団法人の会員であることの証明
特典２：講習会・研修会への受講割引・無料参加
特典３：求人サイト「東京ビルメンお仕事さがし」無料掲載

特典４：業務・技術・法令などの業界最新情報の提供
特典５：協会主催催事への参加による会員交流
特典６：ビルメンテナンス会館の施設の利用割引

代表者変更
社名 新代表者名

ケルヒャー ジャパン株式会社 大前　勝己

東京ビルサービス株式会社 福井　弘人

株式会社ヤエス 大島　伸夫
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令和６年３月１日  第612号

Network
Tokyoネットワーク東京
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東京の街並み
業平・吾妻橋

「年収の壁」による人手不足の対策と
　社会保険手続きの注意点について
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